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Abstracts

This study was intended to investigate statistically the nation-wide trend appeared in the
foundation and development of student bodies in the public middle schools, the spread of
sports in these bodies and the introduction of Western sports into these middle schools in the
Meiji era in Japan. The materials chiefly used for this study consisted of Statistical Yearbook
of Public Middle Schohls of Japan which was published in 18(D and school histories issued by
tt5 public middle schools.

Results were followings:
1. The middle school student bodies were coacentratingly established in the period from

1892 to 1901 and in 1898 @.60/, of the total public middle schools had their student bodies.

2. The most popular sport activities in the early stage of these student bodies-till about
1901-were such Japanese traditional martial sports as GEKKEN (Japanese fencing) and JUJUTSU
(Judo), while baseball, athletic meeting, rowing and tennis were relatively popular amoag the
transplanted sports from the West.

3. The propagations of the above listed four 'W'estertr sports into the local public middle
schools were most remarkable during 5 years from 1893. Baseball was the frst one to be
propagated into the local schools, next came athletic meeting and rowing, and the last one
was tennis.

国へ普及してゆく過程を追究しようとしたもので

あ り,その第一段階として,対象を戦前の日本の

スポーツの構造の中で基礎的な部分を占めていた

旧制中学校校友会注2)の 運動部にしぼり,旧制中学

校での校友会の設立と,これら校友会の下に所属

する運動部の設置および旧制中学校への外来スポ

ーツの伝播等に関 して数量的に把握し,これ らの

展開過程の全国的な傾向を考察しようとした。

上記の目的のた め に,明治 32年に刊行された

「全国公立尋常中学校統計書」 (後出 I-1参照)

所収の学友会注3)に関する調査結果報告および,明
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は じ め に

ここ数年来,御雇い外国人教師や居留地外国人

スポーツクラブの研究を通して,明治期において

外来スポーッが日本へ伝来する様相を考察してき

た注1)。 そこではさまざまな外来スポーツがお雇い

外国人教師や日本人留学生帰朝者によって東京の

諸学校に紹介され,定着していったこと,横浜の

外国人スポーックラブもその過程で外的な要因と

して重要な役割をはたしていたことが うかがわれ

た。本研究では,これらの外来スポーツが日本全
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治27年以前に創立された公立中学校 45校注4)の学

校史中の校友会やスポニッに関係した記事を主た

る史料として用いた。

第 1章では明治31年段階における全国公立中学

校の校友会の設置状況 (設置率)と ,こ れらの校

友会のもとにおかれた運動部の種類および行なわ

れていたスポーッ種目を明らかにしようとした。

つぎに第 2章ではこれらの校友会の逐年の設置状

況と組織形態の変遷,校友会の発足当初に設置さ

れていた運動部の種類および行なわれていたスポ

ーツ種目に関する全国的傾向を明らかにし,さ ら `

に上記の校友会活動で初期から比較的さかんに行

なわれていた外来スポーツ種目がこれらの中学校

へ伝播された時期に関して全国的な傾向を明らか

にしようとした。

明治期の旧制中学校運動部に関する研究として

は,地方体育史の観点から,それぞれ広島県,大
分県に関して鶴岡英一の「明治期における広島中

県学校の校友会運動部について」
1)平

野稔の「大

分県における明治体育史の研究――中等学校のス

ポーツについて一―」
2)ヵ、ぁる。 また本下秀明は

「わが国における運動部の成立 と変遷」
3)を

書い

ている。

まず校友会のスポーツ活動の性格に関しては,

本下は,中学校の運動部は高等学校や大学のそれ

の模倣であ り,初期 (明治20年代)の運動部は学

校全体の生徒数が少なかったために全員参加を建

前としてはじまり,中には学校側から正課体育の

延長として期待されたものもあったとし,ま た法

的には課外活動の規定はなからたが,学校側はそ

の教育的な必要性を認め,そのような趣旨のもと

では全員がなにかのスポーツを選択できるよう準

備されていたとしている4)。
鶴岡もまたこの点に

関して は,「中学校運動部は学校当局によって準

備された……組織である。」
5)と して,中学校の校

友会活動に関する学校側の主導性を認めている。

スポーツの展開に関して,平野は「大分県におけ

るスポーツの発達は中央に比しかな り遅れながら

も類似した経過をたどって い る。」,「西洋スポー

ツの受容の態勢と環境が整ったのは大分中学校創

、立 (明治 18年 :筆者注)以降である。」,「高等教

育機関のない大分県の場合は大分中学校が第五高
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等学校 (明治20年創立)と呼応 し,県下学校スポ

ーツ発展の中心的存在としての重要な役害Jを果 し

てぃた。」
6)と して,地方のスポーツの発展のため

に中学校が重要な役割をはたしたことを述べてい

る。鶴岡は,明治期の広島県の中学校 に お い て

は,メ ジャースポーッは柔剣道,野球,端艇であ

ったとしている。
7)

以上の先行研究の結果が,全国的傾向にどのよ

うにあらわれてくるで あ ろ うか。検討してみた

い。

I.明治3!年における全国公立尋常中学校

校友会運動部の実態

l.全国公立尋常中学校統計書 (明治32年刊)

について

明治32年 1月 に「全国公立尋常中学校統計書」

(以下統計書と呼ぶことにする :筆者注)と い う

文献が出版されている。内容は,全国の公立尋常

中学校に対 して,経費,校地面積,級組別生徒数 ,

入学試験,前年度決算,教員数,同月俸額,同受

持時間数等のさまざまな面 に つ い て調査を行な

い,その結果を一覧表としてまとめ た も の であ

る。この文献は国立国会図書館に所蔵されている

が,同 じ表題のものは前年の明治31年 3月 にも出

されてお り,同図書館には両年度の分が一括して

収められている。奥付によると,31年の分は,編
集者三井原仙之助,発行所は開発社であ り,和綴

本で,非売品となっている。いっぽ う32年の分は ,

編集者は同じ三井原仙之助であるが発行所が富山

房で,活版印刷である。この書の発行の経緯に関

しては東京府尋常中学校長勝浦輌雄によって書か

れた31年本の序文により推察しうるので,これを

次にかかげて教よう。「去る明治 24年始めて第一

高等中学校部内一府七県尋常中学校長の会同を企

て,其四月第一次の会同を催せし際,各校の現状

を一覧表に製 して参照に資せんことを約 して印刷

頒布せしより雨来其記載事項に多少の修正を施 し

つつ年に之を調整して頒布し来れ り `而るに明治

28年 より第一高等学校に聯絡を有する尋常中学校

漸 く増加して昨29年には実に一府十三県十九校の

多きに至れ り,然れども尚之を全国に及ぼすの有

益なるを思ひ本来会同の次この議を提出せしに ,
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各学校長の賛同を得たるを以て更に記載すべき事

項を定めて之を全国各府県尋常中学校に照合し其

記送に係る材料を排列せしもの即ち本表な り……

(後略))と なっていて,こ の前年の明治30年に行

なわれた調査結果の報告のようである。この序文

の後段には,思 うように調査の回答が集まらない

ままに時間に追われて発行したらしい旨が述べら

れていて,30年の調査は不完全に終ったようであ

る。32年のほ うは,31年 5月 現在で調査が行なわ

れたものであらて前年のものにくらべれば内容も

整 っていることが うかがわれる。

さてこの両書にはともに校友会に関する調査結

果が表として掲載されているのであるが,よ り体

裁の整っている32年版では,全15表の うちの第14

表 目に「実‐科あ性質年限,撃剣柔術,学友会,宿

直等に関する表」がある。この書では本稿で問題

に している「校友会」が「学友会」とい う一般名称

で呼ばれている。これはこの調査に関係したらし

い勝浦の勤務校の東京府尋常中学校 (後の府立一

中)でl■彼の着任直後の明治23年に「学友会」と

い う名称で校友会組織を発足させてい るので8);

この名称を調査の際の一般名称として用いたもの

と思われる。

木下が言 うように課外活動としての校友会組織

は決して制度的に規定されたもの で は な かった

が,こ のような調査の対象としてとりあげられて

いるところを見ると,やは り当時の全国公立尋常

中学校においては教育上の関心事の一つであった

と思われる。

2 統計書にみる全国公立尋常中学校校友会の

実態

そこで,こ の統計書の第14表から校友会の部分

を抜き出して表1に掲げる。

幕 撃校名
|

I 学友会
の有無

Ⅱ 組織の
内容

Ⅲ 雑誌の
有無

Ⅳ 会 名
V 運動部

名
Ⅵ スポー

ツ種目
Ⅶ 運動会

10。 同 第 四

同 第 五

12. 同 第 六

表 : 明治 31年の全国公立尋常中学校学友会に関する調査結果 (電会0早秀奄
に

)

13。 神 奈 川 県

(運動会) (運動会)

達 徳

10 本L

16. 同 豊 岡

a,b,4,5

大阪府第

6, 8,
陸上諸運動

校 友

170  同  洲  本
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同 柏 原

I 学友会
の有無

Ⅱ 組織の
内容
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Ⅲ 雑誌の
有無

Ⅳ 会 名

1同
窓

V 
層

動部
IⅥ  ぅ纏百 IⅦ

 動運会

同 竜 野

20。  歩譲

同 第 二
|

28。 群  馬  県

29。 千  葉  県

30。 茨  城  県

3

1, 2, 7, 8

1, 2, 4, 8

1,2,3,4,8,
b

37。  同 韮 山
|

32.

33。 愛知県第 一

35.静岡県静 岡

36.同  浜 松

38。 山 梨  県

39.滋賀県第 一

42。 同 斐 太

43。 同 大 垣

40長  野  県

45。 宮  城  県

46.福島県第 一

47.同  第 二

同 第 二

ー

阜
|

21.新  潟  県 1  1 遊 方 1,2,4,6,8

22.同  北蒲原 1  1
1学友 4,運動競技

23。 同 佐 渡 1 1 同窓

24.同 長 岡 1 1 c l*" I

25. 同 中頸城 1  1

,90埼
玉県第一1 1

３

一

１

1修
養

1麗和

I ,,r, 10, 11

b

1,2,4,6,c

10栃  木  県 4 ○ 同窓

奈  良  県
|

学友   la, b

学友   lb   l~

1 1 0 1華 陽

蓼輩
会,運

|

49。 同 第 四

○ 学友 ○

2    1
|

○ b ○

1,2:4,6,8,
C

○ 知道

○

○ 崇広 C,  d

40.同  第 二

l b

4(3?) (5)| ○ ○

○

○ lr, 2,8 ○

○

２

一

２

|
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スポー
ツ種目

Ⅶ 運動会Ⅲの一麟
酪

50。 同 会 津

510岩手県盛 岡

52。 同 一 関

尋常中学校名
II労考司

Ⅱ

53。 青森県第 一

54。 同 第 二

55.山  形  県

56。 同米沢興譲館

570 同 荘 内

校 友

共 同

館友

中学

58。 秋田県第 一

59. ネ副キ県福  井

60.同  ′
Jヽ 浜

610同 武 生

62。 石  川  県

2
(私会ア リ)

校友

校 友

1, 2, 6
イ

63.富 山県富 山

64。 同 高 岡

65:鳥  取  県

L6。 島根真第 一
|

67・ 同 第 二

68。 同 簸 川

69。 岡山県岡 山

710同  高 梁

72。 広島県第 一

74.同  第 二

75。 同 豊 田

76。 山  口 県

77.和歌山県第一

78。 同  第二

80:香 川県高 松

レ3.同 第二1 1

校 友○

○

文 武

校 友

学 友

同窓

校友

学芸会,運
動 会

寄宿,通学
別組織

百万百打球
|

県|(動基ァ
"

1,2,6,7,
8,9

1,2,8,10,
12

8,Q z81

70・ 同 津 山

LI同 丸 亀11

運動会ア リ

V 運動部
名

4 学而

2    1

○ b

○

○ b,  e

○

b

b ○
‐

校 友

○ a. b

○ 済美 b

○

○ b

a,  e

1校
友
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尋 常 中 学 校 名

82.愛  媛  県

83。 高  知  県

I 学友会
の有無

Ⅱ 組織の
内容

Ⅲ 雑誌の
有無

Ⅳ 会 名
IV

Ⅵ  スポー
ツ種 目

Ⅶ,運動会
運動部
名

84。 同 海 南
4

(層骨1:電奏
フ
)

校 友

85.福 岡県修猷館 寄宿,通学
別組織

同 伝習館

87。 福岡県豊 津

同久留米明善 1 1 1

す
運

関
及
う

に
話
行

術
談
を

学
る
動

○ 1, 2,3, e 
I r, 2, g, e矯 々

大分県大 分 1 1 1 1 0_1碩 甲悴友 |も L616
90。 同 中 津 1 1 1

佐賀県第 一
|

1 1 1
92. 同 第 二

93。 熊本県済々費

演
等

合
遊

会
論
ス

々
討
ナ

時
説
ヲ

一竺

学友

鹿児島県第一 校友

同  第二
| 1校

友

同  第二 校友

同 造士館
1校

友

99・ 沖  縄  県
c,d,8(基
球 )

8(基球)

表 1の記入例

I 学友会の有無  1・ ……あり  2・……なし  3・ …◆・単一でなく複数の生徒団体あり  4・……不明
5… …無解答

Ⅱ 組織の内容  1・…00文 化系,武芸・運動系の両方の団体又は事業を含む。 2・ ……文化系のみの団体
又は事業。 3・… 武̈芸 0運動系のみの団体又は事業。 4・……不明。

Ⅲ 雑誌の有無  ○……あり

V 運動部名   Ⅵ スポーツ種目名
a……武術 (芸)部  b… …・運動部  C……陸上運動部  d……・水上運動部  e……遊技 (戯 )

部  f・ … 体̈育部
1… …撃剣  20… …柔術  3・……弓術  40… …遠足  5……遊泳 (水泳) 6・ 0…・端艇 (漕艇)

7・
.0… テニス  8……野球  9… …蹴球  10… …相撲  11… …器械体操  12… :・・陸上競技

Ⅶ 運動会  ○……あり

‐‐
一‐‐

宮 崎 県
|

表中の記号に関しては,表未に掲げた記載例の

通 りであるが,分類の方法に関して説明すると,

統計書の該当欄の記載が「学友会の有無」に関し

て,「あり」とか「なし」とか或は会の名称を明記

してあるものは問題ないが,例えば岐阜県の大垣

尋常中学校のように「講談会雑誌年三度発刊運動

会」と書かれている例がある。このような場合に

は,行事の内容はわかるが「学友会の有無」に関

してははっきりしないので,Iに関しては言己号

4すなわち「不明」とし,従ってⅡの組織内容は

○

○ 校 友 b,e

〇  1栄城 b

1,b

C,d

○

○

b C,d

○
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空欄とな り,「雑誌の有無」,「運動会」の有無」の

欄は「あ り」すなわち○とした。また和歌山県第

一尋常中学校のように「寄宿舎二興風会 ヲ設ケ舎

監及職員臨席シ講話ヲナス又通学生中其級二依 リ

談話会ヲ設ケタルモノアリ」とい う記載に対して

は,「学友会の有無」の欄では 3すなわち,「単一

の組織としての校友会はなかったが複数の組織が

あった」とい う分類を設けた。

Vの「運動部名」は,記載中に会 の 下 に 運動

部,雑誌部とい うように部名が明記してあるもの

のみを記号で記入した。

またⅥの「スポーツ種目」に関しては,撃剣柔

術をも含めて個々のスポーツ種目の名称が部とし

て或は実施行事として記されているものを一括し

て,その学校で行なわれているスポーツの内容を

把握するために記号化して記入した。したがって

千葉県尋常中学校のよ うに,「陸上運動部,遠足

部,端艇部,撃剣部,柔術部,ベ ースボール術」

とい うような言己載がある場合には,Vの欄に 1,

2, 4, 6, Cの 記号が入 り,Ⅵの欄にはこれら

にベースボール術すなわち 8を加えた 6種類の記

号を書き込んだのである。

この調査の対象となった中学校は102校注Dでぁ

ったが,第 14表に関しては99校 しか出ていない。

(但 し分校は除いた :筆者注)

表 1の結果をまとめてみると次のようになる。

I 学友会の有無については,

1 あ  り           68校
2 な  し          22〃
3 単一でなく複数の組織あ り  4〃
4 不  明          4′ ′

5無 解 答        1′ ′

合  計         99〃
工 学友会の組織の内容については ,

(Iであ りと答えた68校のうち)

1 文化部系,武芸・運動部系を

含むもの

2 文化部系のみ

3 武芸 0運動部系のみ

4 不  明

合  計

Ⅲ 雑誌,雑誌部の有無

54校

2″

5″

7″

68′′

ありと答えたもの        38校
被調査校 102の うちちようど3分の2にあたる

68校 までが内容に多少の違いがあるにしても校友

会組織をもっていたのであり,制度上強制されて

いない組織としては設置率が高いと考えるべきで

あろう。

組織の内容については,雑誌,文芸,弁論など

のいわゆる文化部系のものと,武芸,運動などい

わゆる運動部系のものとを合せそなえたものは54

校で,全校友会設置校数68の 79。 4%に達してい

る。いわば校友会の活動は 8割が文武両道を目ざ

していたといえるであろう。これに武芸,運動部

系のみで組織されている5校を加えると,校友会

活動として武芸,運動を行なっていた学校は59校

86。 7%と なり,校友会では武芸 。運動系の活動を

行なうことが通常の状態であったと言えるようで

ある。

雑誌発行又は雑誌部の有無に関しては,こ の調

査がとくに,こ の点に対する回答を要求していた

かどうかはわからないが,99校中の38棟がこの当

時から校友会雑誌を発行していた模様であって,

これも注目に価する現象であろう。

3。 運動部の設置および実施されていたスポー

ツ種目について

そこで,つぎにこの表の武芸,運動部とそこで

行なわれたスポーツ種目の欄に注目してみよう。

今までにも例示したように,統計書中の第14表

の学友会に関する欄の記載は学校によってさまざ

まな様式がとられている。例えば,東京府尋常中

学校のように「有文芸,武芸,運動,遠足,遊泳

ノ各部ヲ設ク」とかなり具体的なものもあれl島

札幌尋常中学校のように単に「学友会ハ設置シア

リ」とのみ記したものもある。いまこれらの記載

の中から,校友会の下に設置された武芸・運動系

の部名の明らかなものをひろってみ る と,武芸

(術),運動,陸上運動,水上運動,遊技等のよう

にいくつかの ス ポー ツ種目の総括概念的な部名

と,単一のスポーツ種目がいきなり部名になって

いるものとがあり,全体としては前者のほうが多

い。これをまとめてみると,総括概念的な名称の

キまう|ま,                       .
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C 陸上運動部     3校
d 水   上    2校
e 遊戯 (技)部

f体 育 部

2虐吏

1校

となっていて, aと b(5例), Cと d(2例), a

とe(1例),がそれぞれ併置されている学校があ

る。 bすなわち運動部とい う名称で各種スポーッ

が総括されている場合が最も多いようである。単

一のスポーツが部として扱わ れ て い る例は少な

く,撃剣あるいは剣術,柔術,遠足がそれぞれ 2

例ずつ,弓術,遊泳,端艇,基球 (野球)がそれ

ぞれ 1例ずつであった。

つぎに,実施されていたスポーッ種目に関して

は,表の中では上に述べたように各種スポーッが

部扱いを うけていた例は少なく,殆んどの場合実

施 している行事,行なっている運動の種類とい う

かたちで記載されている。部扱いを うけ て いて

も,行事として行なわれていても,そのスポーッ

が当該の中学校で行なわれていたことには変わ り

がないので,これを一括して,各々のスポーッに

ついて行なわれていた学校の数をかぞ え て み る

と,次の通 りである。

(種 目) (校数)

撃 剣 験」術)   14校
柔     術    11〃
弓     術    2′ ′

遠     足    8′ ′

水     泳    3〃
端     艇    8〃

c テ  ニ  ス     3〃
野     球    12〃
器 械 体 操    1〃
本目 

′
         督た         2′′

競     走    1〃
蹴     球    2′ ′

打     球    1〃
これが,当時全国の中学校における各種スポー

ツ普及度を,一応はあらわすもあと見ることがで

きよう。

撃剣,柔術とい う在来の武術系のスポーッが最

も多く行なわれていたものと思われる。また外来
のスポーッでは野球と端艇が盛んであったことが

わかる。上記のスポーッ種目の中で競走は陸上競
技をさすと考えられるが, この当時はこれを陸上

運動と呼んでいた例もある。しかし陸上運動をす
べて陸上競技乃至競走として分類してよいかとい

うと,そ うではなくて,水上運動と対置されて陸
上で行なう運動すべてを総括する名称であること

もあってこの辺の見極めが非常に困難である。統
計書の第14表の中には上記の競走の 1例の他に陸
上競技の意味で陸上運動と書かれたらしいものが

もう1例あらた (千葉県尋常中学校)こ とをつけ

加えておきたい。

最後に運動会については,15校が行事として行
なっているという言己載があった。ほかにもう1校
兵庫県洲本尋常中学校の場合は,統計書の当該欄
に単に「運動会」とのみ記されているので,組織
としての会をさしているのか,行事としての会を
さしているのが明らかでなかった。そこで表 1に
Pの記号をつけておぃた。これを加えれば16校 と

なり,実施例としては野球よりも多い。鶴岡は,

運動会は校友会の設立とともにその年中行事とし

て,ま た学校の年中行事としても実施される傾向
があったとしてぃるが9), 

統計書でもこの傾向は

裏書きされるようである。

この表から見ると明治30年頃の地方の中学校へ

の各種外来スポーッの普及度は,運動会,野球,

端艇といったところが高かったと見ることができ
るようである。

Ⅱ・ 学校史にみられる公立尋常中学校校

友会および運動部の展開

:・ 学校史の記述の検討

前章では,統計書によって,明治年の公立尋常

中学校校友会ならびに同会運動部に関して全国的
な概観をしたのである。この章では,現在までに

刊行されているこれら各尋常中学校の学校史の中
から,当時の校友会やスポーッ活動に関する記述
をひろって,これらが時間軸にそらてどのように

展開してきたか,その全国的な傾向を把えようと

するものである。

明治19年の中学校令では,中学校に高等中学校

10校

18校



表 2 明治24～ 34年全国尋常中学校数,教師,生徒数

学校数だ公生馴
教師数ω 生徒数 (人 )

明治期の中学校におけるスポーツ活動

イ

明治 24年

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

55

61

69 ( 53)

73 ( 56)

87

100

118

136 (105)

166

194

216

735

802

998

1,1∞

1,324

1,722

2,200

2,608

3,102

3,748

4,233

13,355

16,189

19,563

22,515

30,871

40,778

52,671

61,632

69,179

78,315

88,391

学制80年史 (昭和29年 :文部省)よ り

と尋常中学校 との二種類があ り,こ の うちの尋常

中学校で,各府県費による/AR立尋常中学校は各府

県一校ずつとされていたが,同24年 12月 にこの制

限が撤廃されて,府県で数校設置できるものとな

った。そして同34年 2月 の中学校令の改正で従前

の尋常中学校は単に中学校と改められ,各道府県

一校以上とし,必要な場合には増設を命ずること

とされた。ここに至ってはじてめ中学校の増設を

むしろ積極的に奨励する立場がとられ た のであ

る10)。 明治24年からの年次別の尋常中学校数は表

2の通りである。

文部省第22年報によると明治27年の公立尋常中

学校数は56校である11)。 この56校の学校史から校

友会の歴史的な展開や,そ こにおけるスポーツの

行なわれ方を把握しようとした。対象を明治27年

以前に創立された公立尋常中学校に限った理由が

とくにあるわけではないが,一つには前章の統計

書あ結果と対照する必要があるため,統計書の調

査が行なわれた明治31年春よりも少なくとも数年

前に創立された学校が望ましかったことと,も う

一つの理由は対象が余り多くては学校史の調査が

困難になるし,また少な過ぎては全国的な傾向の

数量的把握という目的の達成が困難になるので50

枚前後の学校数が望ましかったこととである。

これら56校のうちで,現在知りえた限りでは49

校が何らかのかたちで学校史を発刊している。こ

のうち現在までに45校の学校史を披見することが

できたが,それらの中には戦前の旧制中学校時代

表 3 明治31年における校友会の有無に関する

統計書と学校史との比較

校友会の存在の有無 統計書の回答 学校史の記述

に刊行されたものもあれば,また戦後新制高等学

校になってから刊行されたものもあ り,ま たつい

最近刊行されたものもある。記述内容や形式から

見ても多様であ り, 2,∞0頁に余るぼ う大なもの

から,ほんのパンフレット程度のものまで精粗さ

まざまである。校友会やスポーツ活動に関する記

述についても同様のことが言え,統計書を見ると

校友会が組織されている筈であるにもか か わ ら

ず,殆んどこれに触れていない学校史もあった。

そこで,まず上記45校についてそれらの学校史

から得た,45校の明治31年段階における校友会の

存在の有無と,統計書にあらわれたそれ (表 1の・

I)と を比較し両者の異同を調べて見た。これは

学校史が明治31年から何十年かを隔てて編纂され

た,いわば第二次的な史料であるので,よ り正確

に事実を伝えていると思われる同時代史料の統計

書と結果を比較することによって事実認識の正確

さを検討する意味から行なったものである。その

結果は表 3の通 りである。

両者を比較してみると,学校史のほうで4の「不

明」力` 3校あり,その分が 1校ずつ 1, 2, 3の

項目で統計書上の校数よりも減となっている。両

史料上で会の存在の有無がくい違っている学校は

全部で4校ある。このうち3校が上記の「不明」

の3校であって,学校史の記述が校友会について

は不備で明治31年段階での会の存在の有無がはっ

きりしないのである。 3校 とは,新潟県の長岡尋

常中学校,高知県の尋常中学海南校,東京府の城

北尋常中学校である。統計書のほうでは,長岡と

海南が「あり」,城北が「なし」となっている。も

うずつのくい違いを示している学校は,福岡県の

複数の会あり
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修猷館尋常中学校で,統計書では「寄宿舎二於テ

隔月一回茶話会ヲ催ス教員及舎監之二参列ス,通
学生ハ寄宿舎内ノ茶話会二出席セザルモ第五年生
ハ毎月一回館内二之ヲ催ス教員之二参列ス」とあ

り, したがって表 1では単一の組織はないが複数

の会が存在するとい う3に分類されているのであ

る。しかし学校史の記述では,明治28年に同窓会

が職員,生徒を以て組織された,当時は剣道,柔
道,陸上運動,野球の 4部が設けられ体育部的な

色彩が強かったとしている。この会は大正 6年に

はじめて会規則が制定され,同 15年から学友会と

改称されたものである12)。 したがって学校史では

1の「ありJに分類したわけである。

統計書と学校史の明治31年段階における全国公

立尋常中学校校友会の有無に関する事実認識の相

違は45校のうちで上記 4校のみであり,しかもそ

のうち3校は学校史の記述の不足に原因するもの

であった。したがって,こ の問題に関する両史料

の事実認識は殆んど一致していると考えてよいで

あろう。いいかえれば,学校史は学校関係の公文

書や記録,校友会雑誌,地方新聞,卒業生や旧教

職員の談話等を史料として書かれているものが多

いが,こ の点に関してはかなり正確に事実を伝え

ているといってよいであろう。

これら45校は,一県一公立尋常中学校の時代か

ら存続してきたわけで,当該府県では最も古い伝

統ある名門校である。それだけに校友会組織の設

置率も高く,明治31年段階で,学校史による史料

でなると表 3の ように45校中36校 とちょうど8割

の設置率を示しており,同年調査の統計書による

全国の被調査校での設置率 68。 7%を大きく上廻

っている。

2。 校友会の設立年代について

つぎに,これら45校の尋常中学校の創立年と,

校友会の設立年とを表 4に掲げよう。学校名欄の

括弧内の名称は,その学校が旧制中学校時代に最

もよく用いられた名称であり,その左側は尋常中

学校時代の名称である。なお学校の創立年は,文
部省第22年報 (明治27年)に記載されているもの

である。学校によっては,例えば藩妻以来つづい

ているような学校の場合,学校史の中ではそれ以

第12号

前の藩政時代の創立を学校の創立としているこに

があり,したがって文部省年報上の創立年とは喰

い違っているものがあった。

表中の④③③◎はすべて校友会の設立年を示す

のであるが,その際,会への生徒の入会の義務如

何によっキて分類してみた。Oは もっとも典型的な

形態で,在校生徒は全員加入の義務のある組織で

あ り,①は在校生徒任意加入制のもの,③はこの

点に関して記述が明確でなく,いずれとも判断が

つかないもの,0° は③と同様であるが,記述の

前後の関係からみて全員加入制ではないかと推測

されるもの,◎は学校史上では校友会として扱わ

れてはいないが,学校側が介入している運動ある

いは体育の組織が設けられ,こ の組織がやがて校

友会となったものである。

まず学校の創立,校友会の設立年代に注目する

と,学校の創立は明治 6年創立の岐阜県尋常中学

校を最古とし,最終年の同27年創立の香川県尋常

中学校まで21年間にわたっている。会の設立は,

岡山県尋常中学校と山形県尋常中学校の明治19年

が最も古い。岡山県のほうは,こ の学校の校友会

雑誌「烏城」の学校創立80周年記念特集号 (昭和

30年刊)所載の年譜に,「明治 19年,尚志会 (校

友会の名 称 :筆 者 注)倉J立 ;通常会員生徒月 5

銭,特別会員職員10銭 13)」 と簡略に記載されてい

るものによったのであって,組織形態は④である

可能性もあると思わ れ るが,明 らかでないので

◎
°
とした。 山形県のほうはやはり校友会雑誌で

ある共同会雑誌創立50周年記念号 (昭和 9年刊)

によるもので,共同会は明治17年に創立され当初

は学校と全く関係がなく,学生の修養団体であっ

たが,同 19年に大改組して学校と生徒の共同事業

となったとされていたので,本来は明治17年設立

とすべきであるかもしれないが,中学校校友会の

性格の共通性を考えて,一応学校側の介入のあっ

た明治19年を会の設立の年としたのである14)。
最

初に明らかに全員加入制の校友会として誕生した

のは東京府尋常中学校の学友会で,明治23年の設

立である15)。

表4を見ると,校友会組織の設立の年代 が 明

治25年から同34年までの10年間に集中しているこ

とが明らかである。◎は先にも述べたように,校



明治期の中学校におけるスポーツ活動

表 4学 校 創 立 と 校 友 会 設 立 の 年 代

イ

学 校 名

青  森 (弘  前)

秋  田 (秋  田)

岩  手 (盛  岡)

宮  城 (イ山台 一)

山  形 (山  形)

米  沢 (興 譲 館)

福  島 (安  積)

会  津 (会  津)

東  京 (東剌杵―)

城  北 (″ 四)

群  馬 (前  橋)

茨  城 (水  戸)

栃  木 (宇 都 宮)

静  岡 (静  岡)

愛  知 (愛 知 一 )

山  梨 (甲  府)

長  野 (松  本)

岐  阜 (岐  阜)

新  潟 (新  潟)

中 頚 城 (高  田)

長  岡 (長  岡)

富  山 (富  山)

福  井 (福  井)

石  川 (金 沢 一)

京  都 (京 都 一)

大  阪 (北  野)

滋  賀 (彦  根)

岡  山 (岡 山 一)

広  島 (広 島 一)

福  山 (誠 之 館)

鳥  取 (鳥 取 一)

島 根 一 (松  江)

香  川 (高  松)

愛  媛 (松  山)

徳  島 (徳  島)

高  知 (城  東)

海  南 (海  南)

修 猷 館 (修 猷 館)

明  善 (明  善)

豊  津 (豊  津)

佐  賀 (佐  賀)

長  崎 (長  崎 )

大  分 (大  分)

済 々 賞 (済 々 賞)

沖  縄 (沖 縄 一)

1 6 1:霞資曇曇呈言時}を示す
A～ Dは本文参照

昭和

2
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友会組織の先駆となる組織であった り,実質的に

は校友会的な性格を備えていながら学校史のほう

ではそう扱われていない といった内容の会であ

る。45校のうち,設立年代が不明であった り,存

在が不明であったりする海南,城北,長岡の3校

を除いて42校については会の設立年代がわかって

いる。この中で◎を厳密に分類して会が未設立の

状態であるというほうにいわれると,会の設立年

代が,明治25～ 34年の10年間の時間帯に属してい

ない学校は,山形県,東京府,岡山県,鳥取県,

長崎県の5校が同 24年以前の設立 で あり,長野

県,済々姜が同35年以後の設立であるので計 7校

となる。残 り35校すなわち, 8割以上の学校では

校友会の設立がこの 10年間に集中してい る。ま

たもし◎を準校友会的な組織として組織の成立を

認めれば,前記 7校の中から長野県と済々妾が除

かれ,岐阜県 ,(明治 20年に◎ が成立)が新たに

グループ入 りして合計 6校 となり,残 り36校,や
はり8割以上がこの時間帯に属することになるの

である。

学校の創立と会の設立との間の時間的な隔た り

は表4中の 。と○を結ぶ横線であらわ され てい

るのであるが,1その長さは′ヾラエティに富んでい

る。すなわちこれらの学校においては学校創立の

新旧と校友会の設立の新旧とはあまり関係がない

ことを示している。学校の倉J立の新旧にはかかわ

りなく校友会の設立が明治25～ 34年の10年間に集

中している現象には大いに注目すべきであろう。

なぜなら,こ の時期は日本の学校教育史上でもと

くに著しく中学校が増設された時期であるからで

ある。さきの表 2にみられるように,こ の時期に

中学校数は61校から216校へと約 3.5倍以上の増

加率を示している,昭和22年 までの旧制中学校の

時代において,他のどの10年間をとってみても,こ

れだけの増加率を示した時期はないのである。こ

の二つの現象は決して無関係ではないであろう。

つぎに,校友会の組織形態のうち,在校生徒の

会に対する加入の義務についての変遷を追ってみ

よう。これは表中では◎一〇というような記号の

変化であらわされる。学校史のなかには,こ の点

についての校友会規約の原文や,その要約を掲載

しているものもあった力t,記述が全くないものも

あり;③すなわち「不明」力ヽ多くならざるを得な

か っ た 。

ともあれ組織形態の変遷を見ると,③を含まず

会の設立の年からの形態の変遷が明らかなものが

21校あった。そのうちはじめから全員加入制のO
のものが14校,はじめは任意加入制で後に全員加

入制となった もの,すなわち③一④ のものが4

校,◎から④になったものが 3校であった。すな

わち会の設立時の形態は異なっているが最終的に

はすべてが全員加入制の形をとるに至っているの

である。また③あるいは③
°
すなわち形態不明の

組織を含む場合でも,後にOと なっている③一〇

のタイプが 7校あり,総じて最終的には全員加入

制の形となる傾向がうかがわれる。

3。 武芸 (術)・ 運動部等の設置状況,行なわ

れていたスポTツ種目の傾向

各々の尋常中学校で校友会あるいはその前身で

ある◎タイプの運動 (体育)会が成立した当初の

時代に,どのような部が置かれ,ま たどのような

スポーツが行なわれていたかという点について検

討してみたい。  |
表 5は各学校史から,それぞれの校友会あるい

はこれに準ずる運動団体が組織された時に設置さ

れた部の名称と,行なわれていたスポーツ種目を

表にしたものである。設立当初のものが明らかで

ない場合には,明治34年までの時期で,規約改正

等に関する記述から,前述の諸事項が判明したも

のを記載した。なお表中の部の名称およびスポー

ツ種目の記号は表 1の第V,Ⅵ欄に 準 じて付し

た。記述が不明確なものや,後年の組織しかわか

らないものは割愛した。

部の分類をみるとaか らgま での総括概念的な

部の名称を用いている学校が23校,個々のスポー

ツ種目をそのまま部名としている学校が11校,こ
の両方を用いている学校が 1校であった。総括概

念的な部名としては,

a武 芸 (術)部
b運  動  部

C陸 上 運 動 部

d水 上 運 動 部

e遊 (戯)技 部

5校

19′′

1″

1〃

1″

▼



学 校 名

青  森 (弘  前 )

秋  田 (秋  田 )

岩  手 (盛  岡 )

宮  城 (仙 台 一 )

山  形 (山  形 )

米  沢 (興 譲 館 )

福  島 (安  積 )

会  津 (会  津 )

東  京 (東京府一 )

城  北 ( ″ 四 )

群  馬 (前  橋 )

茨  城 (水  戸 )

栃  木 (宇 都 宮 )

静  岡 (静  岡 )

愛  知 (愛 知 一 )

山  梨 (甲   府 )

長  野 (松  本 )

岐  阜 (岐  阜 )

新  潟 (新  潟 )

中 頚 城 (高  田 )

長  岡 (長  岡)

富  山 (富  山)

福  井 (福  井 )

石  川 (金 沢 ― )

京  都 (京 都 一 )

大  阪 (北  野 )

滋  賀 (彦  根 )

岡  山 (岡 山 一 )

広  島 (広 島 一 )

福  山 (誠 之 館 )

鳥  取 (鳥 取 一 )

島 根 ― (松  江 )

香  川 (高  松 )

愛  媛 (松  山)

徳  島 (徳  島)

高  知 (城  東 )

海  南 (海  南 )

修 猷 館 (修 猷 館 )

明  善 (明  善 )

豊  津 (豊  津 )

佐  賀 (佐  賀 )

長  崎 (長  崎 )

大  分 (大  分 )

済 々 黄 (済 々 賞 )

沖  縄 (沖 縄 一 )

イ

ｔ

ｉ
治

５

明
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明治期の中学校におけるスポーツ活動

表 5 校友会設立当初のスポーツ種目

8f{'

・8〔と&あ
●b(1,6)

卦

}

2庁戯。.

記 入 例
。 印は運動会 のはじめ

・  校友会設立又は改組の時点
米 体育団体の設立
a 武芸 (術 )部
b 運動部
C 陸上運動部
d 水上  ″

e 遊技 (戯 )部
f 体育部
g 練体部

1,2,3… は,部として立て られた

スポーツ

{1}{a131。「。は ,そ れぞれの部の下で

実施されていたスポーツ

1撃 剣
2 柔術 (道 )

3 弓 術
4遠 足
5水 泳
6漕 艇
7 テニス

8野 球
9蹴 球
10 相 .撲

H 器械体操
12 その他
13 陸上競技 (運動 )
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となった。統計書の場合と同様に運動部とい う名

称でスポーッ系の部を総括している学校が多い。

またこれら諸学校の中では武芸と運動,武芸と遊

技,陸上運動と水上運動とい うようにスポーツの

分野を二つの部にわけ統轄している学校が 5校あ

った。

つぎにこれ らの校友会の活動の中で,あ る特定

のスポーツ種目について,これを行なっていた学

校数はどのくらいであったかとい う問題である。

これは第 I章の 3と 同様に当時のさまざまなスポ

ーツの全国的な普及状況を知るために必要なこと

である。ある特定のスポーツが単独で一つの部と

して設置されている場合でも,ま た総括念的な部

の下で一分科として扱わ れ て い る場合であって

も,その学校の校友会活動として行なわれている

ことに変 りはないので,こ の両者の場合をいずれ

も一校 として勘定した。表 5で,実施されていた

スポーツ名が明記されていた学校は32校である。

それ らの学校で行なわれていた種目をまとめてみ

ると表 6の ようになった。

表 6に よると, 全国の公立尋常中学校 に お い

て,校友会設立当初から明治34年までに行なわれ

ていたスポーツ種目は,やはり圧倒的に在来の武

術系のスポーツが多く,と くに撃剣は32校中31校

で実施されていたことが明らかである。しかも32

校の うちの残る1校は京都府尋常中学校であっ

て,こ こでは撃剣の名こそでていないが実施行事

中に演武会というのがあるので,1')撃剣は32の公

立中学校の全部で行なわれていたと言ってもよい

であろう。これに続いて,柔術の23校である。同

じ武術でも弓術はぐっと少なく7校のみである。

剣柔両種目は統計書の場合にも見られるようにそ

れらの実施の可否や実施の方法が校友会組織の有

無等と併列すべき問題となっているほどであった

し17),旧
藩妾系の中学に見られたが注6),学校によ

っては学校創立以来これをとり入れているものも

あったので当然のことといえよう。

外来スポーツのほうでは,野球の21校が最高で

あって,つづいて端艇の11校,テ ニスの6校,陸
上競技の5校 となっている。その他の項目の中に

表 6 公立尋常中学校の校友会設立初期において

行なわれていたスポーツ種 日 (学校数 32)

ス ポ ー ツ種 目 名  1 実施 していた学校数

(剣 術)

術

術

足

泳

艇

ニ    ス

球

球

撲

体  操

競  技

の   他

31

23

7

3

3

11

6

21

3

2

1

5

6

は遊技と書かれている もの力` 多かった。これは

剣・柔以外のスポーツをさしている場合と,剣・

柔野球以外のものをさしている場合とがある。端

艇は,32校のうちに地理的条件から実施が不可

能と思われる学校が 8校あるので,これらを除く

と,24校中11校で実施していることになり,これ

はかなり高い普及率であると考えられる。

また表中に○印で運動会の初開催の年を記入し

てある。32校中24校で運動会が実施されており,

野球よりも普及率が高いといえるであろう。

総じて武芸系とくに剣・柔両種目の圧倒的優位

と,野球・端艇の普及,運動会の盛行は初期の校

友会のスポーツ活動の特徴であったと思われる。

これは前章の統計書の結果とも一致し,ま た先に

あげた鶴岡による広島県の例とも二致するのであ

る。

4。 外来スポーツ伝播の年代について

前節において,初期の中学校校友会における各

種スポーツの普及状況をみたのであるが,その中

でとくに外来スポーツに限って,それらの中学校

で,あるスポーツがいつ頃初めて行なわれたか,

種日間の伝播の前後関係はどうかとい う問題を観

察して教たい。そこで初期に盛んであったと思わ

れる運動会,野球,端艇,テ ニスの4種目にかぎ

って,それらのスポーツが校友会の設立とは関係

体

練

ｆ

一

ｇ

育  部

体  部

1〃

1〃

剣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
械

上

撃

柔

弓

遠

水

端

テ

野

蹴

相

器

陸

そ
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15年

表 7 各中学校における外来スポーツのは じまり

0-6        7

東 京 (東京府一)

栃 木 停 都 01

愛 知 曖 知 →
|

●

0-8          7

7-870

●

7-―-6
イ

山 梨 (甲 用
|

●

8              0

8              と

中頸城 (高
●

8-7-0

福 井 (福 井 )

●

7-一一一-8-6
0

京 都 (京 都 一)

●

0-――-6-8-7

大 阪 (北 野 ) 8-一
:

ザ

鳥 取 鳴 取 →
|

●

０ 8-6-一-7

沖 縄 (沖 縄 一)

● 校友会設立  0運 動会  8野 球  7テ ニス

なく,各学校ではじめて行なわれた時点を各学校

史からひろい出して一覧表にしてみた。これを表

7と して掲げる。

45の学校史の中で何らか一種日以上の外来スポ

ーツの「事始め」に関してふれているのは31校あ

ったが,上記の4種 目のすべての「事始め」につ

いての記述があったものは11校であり,ま た地理

*体育会設立

的に端艇を行なうことは不可能であろうと思われ

る学校で,これを除いた 3種 目の「事始め」につ

いて記述があったものが 6校あった。これら17校

のみを作表の対象とした。作表に あたって,「事

始め」の時点がある時間の幅で示されている場合

(例えば,「ある生徒の在学中に テニスがはじま

った」というような記述があったとき)には,そ

田 (秋  田)

官 城 仙 台 →
|

●

0       ,一

群 馬 (前  橋)

愛 媛 (松  山) :一
一一一一一―-7         0

・    80-――――――-7



(数字は学校数を示す)

の期間の中間年に「事始め」の時点を推置し,そ
の時間幅を括弧でくくることにした。

東京府尋常中学校の場 合 は,「 内山下町時代 ;

(明治17年 5月 から同20年 2月 まで :筆者注)に
AS会が創立せられ,ベースボール, ローンテニ

ス,コ ロッケボール,操櫓術,撃剣,柔術その他

の遊戯運動を行 う」
18)と

ぁ り, 4種目全部が同時

にスター トしたように言己述されている。このよう

な場合は例外として,表 7に よればその他の学校

では 4種 目の「事始め」はそれぞれ時間的に前後

している。これを明治20年以前,同 25年以前,同
30年以前,同 31年以降とい うように 4つに時代区

分して各種目の「事始め」の頻数を表にしてみる

と表 8の通 りである。

全体の傾向をみると,明治26年から同30年まで

の 5年間頻数が最も多く,こ の辺が地方の尋常中

学校への外来スポーツの伝播のピークであったこ

とがわかる。端艇の実施可能学校数が他の 3種 目

より6校少ないことを考えれば, ピーク時の 5年

間は4種 目のどれもかな り高い比率を示している。

種目別に見ると,野球は他の 3種 目に比 して明

治20年以前の頻数が多く,同 30年以前に17校のす

べてで「事始め」が行なわれている。いわば外来

スポーツの中で地方の尋常中学校への伝播が最も

早かったといえよう。試みに表 7の作表の対象か

ら除いた学校での「野球事始め」の全ての例を調

べてみると,26例中25例 までが30年以前に属する

のである。運動会は表によるとこれに次いでいる

のであるが,こ の場合には,校友会および学校の

年中行事としての性格があ り,野球と異って一部

の生徒達の活動で行い うることではないのでこの

点を考慮する必要があろ う。端艇の場合は全体の

傾向としては表 8に見られるように運動会と似た

傾向を示している。しかし表 7を見ると「事始め」

の時期は明らかに 2期に分かれている。その2期

とはすなわち明治22,23以前の時期 (4例)と ,

もう二つは明治28年以後 (7例)の時期とであっ

て,こ の2期の中間数年間には端艇の「事始め」

が全く見られない。試みに表 7の対象から除いた

学校の例を合せると,45の学校史のうち端艇 の

「事始め」の例は18校に見られる。そして18例中

7例が上記の第 1期に属し,残 りの11例は第 2期

に属する。やはり中間の数年には 1例の「端艇事

始め」を.見 出すこともできないのである。これは

注目すべき現象であろう。テニスにはこれといっ

た特徴はなく,相対的に前 3種 目よりもおそく伝

播が行なわれたといえるであろう。

IⅡ・ 考   察

Iにおいては,統計書から明治31年段階の全国

99校の公立尋常中学校における校友会の設立,運
動部の設置,ス ポーツの実施状況を横断的にとら

え,ついでⅡにおいては,これら99校の中から明

治27年以前に創立された45校の中学校の学校史に

よって,上記の3点について史的な展開すなわち

時間軸に沿った状況の考察を行なった。

そこでとらえ られ た特徴的な現象が 3点あら

テこ。

第 1′点は,校友会の設立は学校の創立の新旧に

かかわらず,明治25年から同34年の10年間に集中

しており,こ の期間は校友会設立のブームであっ

た6そ して明治31年には全国公立尋常中学校にお

ける校友会の設置率は 68。 7%と いう高率を示し

ていること。

第 2点は,こ の時代における運動部のスポーツ

活動としては撃剣・柔術という在来の武術的スポ

ーツが優位であ り,外来のスポーツでは野球が最

も多く,ついで端艇,テ ニスの順であった。また

運動会は年中行事として野球以上に行なわれてい

たこと。

第 3′点は,各中学校への外来スポーツの伝播は

種目によって前後 が あり,概して野球が最も早

く,これについて運動会,端艇であり,テ ニスは

4種 目の中では比較的おそく伝わっているという

16

明治 20年以前

25 4「

30 4F

31年以後

計

表 8 全国公立 (尋常)中学校における

外来スポーツの事始め

体育学紀要 第12号

9

14

30

9

62

5

3

9

0

17

2

6

8

1

17

1

3

4

3

11

1

2

6

5

17

種 目
野球

年代
端腱

|テ

ニス 計
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ことである。

学校史は,校友会やスポーツ活動を主たる目的

として書かれたものではないし,ま た本稿で問題

としている時代から数十年を隔てて書かれたもの

であって,第二次的な史料で あ る こ とを免れな

い。したがって学校史のみに頼って上記の 3点に

ついてこれ以上立入って分析を加えることは困難

であって,やは り第一次的な史料である学校関係

の文書や記録,同時代史料である校友会雑誌や地

方新聞,地方関係の教育雑誌等の史料に当った う

えでこれをな す べ きであると考えられる。しか

し,こ れ ら3点について管見の範囲内で考察を加

えてみたい。

まず第 1点の校友会設立の時期の集中の問題で

ある。これは教育史的な問題であって,本稿の目

的とするスポーツ史的興味とはややへだた りがあ

ると思われるが,各校の校友会の設立当時の規約

や設立前後の経緯を追究することによって解明で

きよう。現在までに,こ の期間に作られた校友会

規約としては,12校のものが手もとにある。これ

ら12校の学校名を尋常中学時代の名称で示すと次

の通りである。

青森県,岩手県,群馬県,東京府,岐阜県,山

梨県,京都府,大阪府,鳥取県,島根県第一,徳

島県,福岡県久留米明善。

これら12校の校友会規約中の会の目的の条文を

通覧してみると,(目 的の条はすべての学校で第 1

条から第 3条までの間に入っている)会の目的 と

して,会員 (職員も生徒も入っている)の団結と

か親睦,協同一致といった校内のまとまりを目的

として言区っているもの力` 10校注7),「 太校教育の本

旨に副 う」
19)と かあるいは,「本校の主旨を体認し

て」
20)と ぃ ぅように学校の教育の補完的な目的を

掲げているものが 6校注0,智徳体三育の奨励乃至

振興を目的 として掲げているものが 5校注
".心

身

練磨を目的とするもの 4校注1の でぁった。こうし

てみると,校友会設立の目的の第一は生徒相互あ

るいは職員と生徒の親睦と, これにもとづ く校内

のまとま りであったのではないかと思われる。そ

して学校の教育の主旨徹底をはかろうとしたもの

であろう。学校史によって得られた設立の経緯の

例では,設立の前段階に校内に数多くの生徒の自

表 9 統計書による全国公立尋常中学校における

撃剣・柔術の実施状況

1撃
剣

1柔
術

正 課 と して 行 な う ０

一

１準正課副課 として行な
つ

随意課と して行 な う

課 外 に 行 な う

校友会で,ま たは遊技
として行 う

計

イ

注)被調査校は99校。
△*印は重複 している。

主団体が割拠 して統制が困難であった とか
21),生

徒の校外の諸団体に参加 して統制が困難であった

とか
22),ま た郷党の先輩や卒業生が主導権をもっ

た団体か ら学校側へ主導権をと り戻す必要があっ

たとい うような事情があってこれを解決するため

に校友会を設けたとい う例
23)が

散見される。また

校友会設立後はこれ以外の自治団体の解散命令を

出しているとい う例もある
24)。

総 じて学校内の成

員のまとまりと,学校側の教育意図の貫徹が校友

会設立の最大の狙いであったであろう。また当時

の文部次官牧野伸顕の回顧談
26)に

あるようにこの

時代が学校騒動の盛んな時代であったことも考慮

に入れる必要があろう。

第 2の点に関しては鶴岡による広島県の例と一

致するので多言は要しないであろう。撃剣,柔術

に関しては明治 31年の文部省の通牒もあ り注10,

また統計表の表14の撃剣・柔術調査の結果を見て

も表 9の ようになっていて,校友会運動部として

の活動とい うよりは,制度的には非合法であった

が,正科に近い形で行なわれていたことが うかが

われる。

このように在来の武術系のスポーツ,と くに撃

剣は他のスポーツ活動とは少し性格が異なってい

たと思われる。

第 3の点に関しては,従来外来スポーツの伝来

を手がけてきた筆者としては最も興味のあるとこ

ろであった。残念なことに 3ないし4種 目全部の

「事始め」が記録されている学校の例が17校 しか

種 目

扱 い
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なかったが,大体の傾向は出たように思 う。

ある学校への外来スポーツの伝播は直ちに定着

とは結びつかない。とくにその時機が早ければ早

いほど,何回もくり返 し同じスポーツが伝えられ

ているのである。例えば野球の伝播が早かった岐

阜県尋常中学校では,明治17年に図画教師平瀬作

五郎注12)に よって野球が伝えられているが,これ

はしばらくで忘れられてしまうたらしく,明治22

年にアメリカ帰 りの辻教諭によって再び導入され

てお り,結局 この学校に野球部ができ上るのは同

32年であった
26)。 また高知県尋常中学校の場合で

も,野球は明治 23年春まず 札幌農学校出身の内

村達二郎 (鑑三の弟である)教諭によって紹介さ

れ,その数年後の同26年頃には石川一教論によっ

て再び紹介されている。同校の学校史中では,当

時の在校生によってこの両度が そ れ ぞ れ野球の

「事始め」として語 られている。そして野球部の

創設は同34年 とされている27)。
ゃは りあるスポー

ツの紹介が定着と結びつ くためには受容者側の一

定の体制が必要だったのであろ う。

種目別に伝播の特徴をあげてみると,野球は,

比較的早い時期に伝えられてお り,明治20年 まで

に伝わった学校 5校の うち大阪,岐阜,東京,愛
知の 4校が教師によるものである。明治25年以降

になると,卒業生で東京,京都等の上級学校へ進

んだ者や,東京からの転校生によるものが多くな

り,こ の段階で定着 してゆくように思われる。

つぎに運動会は,生徒の個人や少人数のグルー

プの自発的意志だけではどうにもならないもので

あって学校の主唱,主導ではじめられ,やがて年

中行事化してゆくものであり,い くつかの学校で

は年中行事化する前に一度行なわれ,やがて校友

会の設立とともに学校の年中行事となって定着し

ていったようである。また学校単位の運動会が行

なわれるより前に,連合運動会が行なわれている

例もあった注13)。

端艇は,先に述べたように伝播の時期が裁然と

二期にわかれている。端艇はボートの建造費や艇

庫の建設費に莫大な費用を要するものであって,

この点で中学生個人や小グループの力では如何と

もしがたいところである。したがって端艇をはじ

めるためには,学校側の理解,募金の組織,或は

第12号

特定の後援者の協力等が必要で あった で あ ろ う

し,また一般的なボー トの奨励のムー ドが必要で

あったであろ う。例えば,福井中学校では明治32

年尾原亮太郎校長のもとに校風の刷新をはかって

興風会とい う名称の校友会を作ったが,こ の時職

員の拠金によってボー トを一隻建造して漕艇をは

じめている28)。 また石川県第一中学校 (石川県尋

常中学校)では明治29年から生徒の間でボー ト建

造の動議があったか経費難ではたせず,明治33年

皇太子成婚事業として募金を行ない 1,432円 を集

めて艇 5隻 と艇庫をつ くったのである29)。
最も早

く漕艇が はじ まって い る高知県尋常中学海南校

は,土佐藩の兵学校の流れを汲む,軍人コース養

成の学校であって,明治14年に漕艇を課外教育の

中に入れている30)。
第 2番 目の島根県第一尋常中

学校では,理由は不明であるが,明治16年に海軍

カッターの払下げを うけてはじまっている31)。
先

に述べた二期の区分の うち前期すなわち明治22,

23年頃までの時期は,上記のような軍事的な動機

とともに,東京の隅田川における帝大をはじめと

する学生のボー ト熱の流行のあらわれであ り,後
期すなわち明治28年以降の時期は, 日清戦争後の

海事思想奨励のムー ドと,明治28年にはじまる琵

琶湖の大 日本連合競漕会の刺激が影響を与えてい

ると思われる。

テニスに関しては特にこれといった特徴は見出

せない。

以上 I, I章で問題となった 3点についての考

察を試みたのであるが,こ の稿の本来の目的は数

量的に全国的傾向をとらえることにあった。これ

以上細部にわたる分析と考察は,先述の如 く,よ

り根本的な史料を得てから行なわれるべきであろ

う。ここでは上記の程度にとどめたい。

む  す  び

以上,明治期の公立中学校における校友会の設

立,運動部の設置,ス ポーツ活動の実施に関して

全国的な傾向を数量的にとらえようとつとめた。

その結果をまとめてみると次のようになる。

1。 公立中学校校友会の設立は,学校設立の新

旧にかかわ りなく,明治25年～同34年に集中

している。明治31年には設置率が 68.6%に
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明治期の中学校におけるスポーツ活動

達している。

2.公立中学校校友会の運動部におけるスポー  注 7)

ツ活動は,初期には,撃剣,柔術などの在米

武術系のものが優位であった。外来スポーツ  注 8)

では,運動会,野球,端艇,テ ニスが比較的  注 9)

普及していた。

3.公立中学校への外来スポーツの伝播は,種  注10)

日によって前後があ り,大 よそ 野球,運動  注11)

会,端艇,テ ニスの順でなされている。

以 上

0   記

注 1)拙著 :ス トレンジ考,体育学紀要第 7号所収,

1973,東京大学教養学部,7～ 22頁。

拙著 :明治期の横浜における外国人スポーツ・

クラブの活動と日本のスポーツ,体育学紀要第

10号,1976,東京大学教養学部,1～ 33頁。

注 2)宮坂哲文によれば,校友会とは第 2次大戦前の

中等学校でおこなわれた課外の生徒団体であり

学友会とも呼ばれた。明治20年代が校友会の成

立期で学校制度の整備もそのひとつの原因とな

っているとされてお り,校友会の成立によっ

て,そ れまで任意的な有志の団体が正式に校友

会の一部としての位置をあたえられ,予算の配

分,教師の監督をうけることになったばかりで

なく,各部の乱立,割拠をなくし,運動関係,

文芸関係の諸部を統合して,統一的な目標をか

かげることによって,校風の確立にも重要な役

割をになうようになったという。校友会の性格

は 1)い っばんに学校長が会長に就任 した こ

と。 2)教師が部長に就任 したこと。 3)規則

を職員がつくることが多かったこと。 4)指導

的地位につ く生従が多くの場合校長の指名によ

ってきめられたこと。 5)運動部が文芸部にた

い し圧倒的に優位をしめ,武断的,全体主義的

色彩が校風にあらわれたこと。 6)参加の機会

が少数の生従に限 られていたことなどが特徴で

あったとして い る。 (教育学事典 ;下中弥三郎

編,平凡社,1955,419頁 ,「校友会」より)。

本稿ではこのような団体の一般的名称として

「校友会」を用い,特定の場 合 に のみ「学友

会」とい う用語を用いた。

注 3)こ の統計書の中では後に述 べ る よ うに「学友

会」とい う用語を用いている。

岡県豊津尋常中学校 (Jヽ倉藩姜昼永館)がそれ

である。

前記12校のうち京都府,岐阜県の両尋常中学校

を除いた10校がこれに属する。

岐阜県, 山梨県, 京都府, 鳥取県, 島根県第

一,福岡県久留米の各校である。

群馬県,山梨県,大阪府,鳥取県,徳島県の各

校である。

東京都,岐阜県,島根県第一,福岡県久留米の

各校である。

明治31年 5月 31日 付で文部省高等普通両学務局

から各地方庁へあて次のような趣旨の通牒が出

されている。すなわち,師範学校や中学校で体

操の一科として撃剣・柔術を行っているものが

あるやに聞いているが,これは学校学科課程に

抵触するものである。遊戯の一として随意に行

なわせるのは差支えないが必須の一科にするの

は課外におこなっても不都合であるというもの

であった。続いて同年 6月 22日 には同じ両学務

局から各地方庁へあてて再び次のような通牒が

出されている。すなわち,去る5月 31日 の通牒

の趣旨は,撃剣・柔術を教科として課すのは不

都合であると言ったのであるが,元来柔道撃剣

水泳は勿論漕艇及ベースボールなども心身の鍛

錬上効果の少なからぎるものであるから然るべ

き取締法を設けて行なわせるのは差支ないとい

うものである。 (浜田義明編 :学校体育運動に

関する法令並通牒 :1939,日 黒書店,201～ 202

頁),本下秀明は,「 この通牒は撃剣・柔術の課

外実施を公然と奨励する役割をはたし」た,と
している。 (水野忠文他著 ;体育史概説,1966,

体育の科学社,261頁 )。

注12)平瀬作五郎は安政 3年生れ,福井県士族で,福
井藩中学校出身,明治 8年に岐阜県中学校へ図

画術教授方として着任,同19年まで在任し,同
21年には帝国大学理科大学に奉職し,助手をつ

とめた。同29年に銀杏樹の精虫を発見し世界の

植物学界を驚かし,後に帝国学士院より恩賜賞

牌及び賞金を授与された。(東京大学所蔵の同

人履歴書,お よび福井県立藤島高等学校 1∞ 年

史154頁 より)し かし平瀬がどこで野球を知る

に至ったかは明らかでない。

注13)秋田県,愛知県にその例が見られる。
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前橋高校80年史 上 0下

静中・静高野球部史

愛知県立第一中学校沿革史

甲府中学校創立50周年記念誌

深志高校・松本中学90年史

岐 高 80年

岐阜高校 100年 史

青陵回顧録創立60周 年記念

青森県立弘前高等学校80年史編纂委員会

青森県立弘前高等学校90年記念事業協賛会編

岩手県立盛岡中学校編

岩手県立盛岡第一高等学校編

サンケイ新聞秋田支局編

秋高百年史編纂委員会編

宮城県立仙台第一高等学校

山形県立山形中学校共同会

山形県立米沢興譲館中学校

同  校  編

福島県立会津高等学校

東京府立第一中学校編

如 蘭 会 編

同史編集委員会編

宇都宮高等学校八十年誌編集部編

前橋高校87年史編纂委員会・

静中・静高野球倶楽部同部史編纂委員会編

学 林 69 号

同校同窓会校友会

園 部 義 邦 編

岐高同窓会発行 清 信重著

県立新潟高等学校

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

昭 和

38 準F

48 4F

15年
35年
40年
48 4諄

31年
9年
11年
9年
15年
35年

昭 和 4年
日召 不口 33 4=

日召 不日 42 4巨

日召 不日 34 萄|

日召 和 33 年

日召 不口 39 41

日召 禾日 39 角
=

明治43年 2月

日召 和  5 年

昭 和 44 年

日召 和 28 年

目召 和 48 年

日召 和 27 年

刊 行 年 次名者(著 )編童
日



明治期の中学校におけるスポーツ活動

刊 行 年 次

和同会雑誌第 101号創立90周年記念

高田高等学校百年史

富中回顧録

福井県立福井中学校創立50周 年記念
録

福井県立藤島高等学校百年史

金沢一中・泉丘高校70年史

彦中50年史

京一中洛北高校百年史

ゴヒ野中学創立50周 年

ゴヒ野百年史

岡山県立第一岡山中学校校友会創立
60周年記念会報

烏城創立80周 年記念特集号

烏城創立100周 年記念特集号 第130号

広島県立第一中学校創立50周年記念

広島国泰寺高等学校校友会誌「鯉城」

創立80周年記念号

福山誠之館中学校沿革史

鳥取県立鳥取中学校創立50年

鳥取西高 100年 史

松江北高等学校百年史

年輪下~香川県立高松高等学校同窓
会誌創立80周年

徳島中学校城南高校百年史

保恵会誌特別号 松山中学校保恵会

松山東高等学校80周年記念誌

高知城東中学創立50周年記念号

追手前高等学校創立80周年記念誌

追手前高等学校創立9o周年記念誌

海 南 百 年

修猷館70年史

明善校沿革史

明善校90年史

豊津中学校史

福岡県立豊津高等学校70年史

長崎中学校創立50周年記念誌 第66号

佐賀県立佐賀高等学校創立80周年記
念誌

「栄城」創立90周年記念誌

大分中学校創立50周 年史

栄光の70年

多士記念号創立50周年

倉」立80周年記念号

養秀創立80周年記念誌

新潟県立長岡高等学校

同刊行委員会編

富 中 同窓 会編

同 校 明 新 会

同高等 学校編

同史編集委員会編

滋賀県立彦根中学校同窓会編著

校史編集委員会編

大阪府立北野中学校六稜同窓会

大阪府立北野高等学校校史編集委員会編

岡山朝日高等学校八十周年記念会編

同 校 校 友 会

同 中 学 編

鳥取西高百年史編纂委員会編

同史編集委員会編

同 校 玉 翠 会

同校創立 100周 年記念事業期成同盟会
同校史編集委員会

愛媛県立松山中学校

同誌編集委員会

高知県立城東中学校

追手前高等学校校友会編

高知県立小津高等学校

修猷館高等学校編

創立八十周年記念会編

杉 本 寿 恵 男編

福岡県立豊津中学校編

長 崎 中 学 校

佐賀県立佐賀高等学校

佐賀県立佐賀西高等学校

大分県立大分中学校

大分県立上野丘高等学校

熊本県立中学済々費

熊本県立済々晏高等学校

沖縄県立首里高等学校

日召

日召

日召

日召

年

年

年

年

３７

盤

２５

６

和

和

和

和

イ

昭 和 31年
目召 和 38 年

昭 和 12年
日召 和 47 年

昭 和 8年
日召 和 48 年

昭 和 9年

日召 和 30 年

日召 和 50 年

昭 和 4年
日召 和 34 年

昭 和 7年
昭 和 7年
昭 和 48年
昭 和 51年
昭 和 48年

昭 和 50年

昭 和 13年

昭 和 35年
昭 和 4年
昭 和 34年
日召 和 43 年

昭 和 48年
昭 和 30年
昭 和 34年
日召 和 45 年

昭 和 12年
昭 和 33年
昭 和 11年

昭 和 32年

日召 和 42 年

昭 和 10年
目召 和 30 年

昭 和 7年
昭 和 38年
日召 和 36 年

名者(著 )編名童
日
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旧制中学校史文献 リス ト (本研究に用いられなかったもの)

軍睾曇藷
軍崎大宮高等学校創立80周

旱睾蜃轟
宮崎大宮高等学校創立70周

烏城創立百周年記念特集 第 130号

郡山高等学校70年史

鶴岡南高等学校80年史

日召 和 43 年

[1召  和 34 年

岡山県立朝日高等学校

奈良県立郡山高等学校

年

年

年

５０

田

４５

和

和

和

昭

昭

昭

し

刊 行 年 次


